
船舶事故等調査報告書 

平成２２年９月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０神第９９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２０日 １３時１５分ごろ 

発生場所 石川県珠洲市 長手埼灯台から真方位０９５°６.２海里付近 

（概位 北緯３７°２６.５′ 東経１３７°２９.４′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 貨物船 GENERAL
ジェネラル

 GUISAN
グ イ サ ン

（スイス連邦）、３９,１６１トン 

   ９１７７６４８（IMO番号）、OCEANA SHIPPING AG（スイス連邦） 

Ｂ 漁船 第十一大吉
だいきち

丸、９.７トン 

   ＩＫ２－５５７２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央外板擦過傷 

Ｂ 球状船首圧壊 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び二等航海士Ａほか２１人が乗り組み、珠洲市珠洲岬

東方沖を約１３.０ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で北進

中、二等航海士Ａが、平成２２年５月２０日１３時００分ごろＢ船を初認

し、その後、徐々に接近することから、注意喚起として汽笛を１回吹鳴

し、針路及び速力を保持して航行した。Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組

み、約１３.０kn の速力で西進中、船長Ｂが、１３時０５分ごろ、約９.０

kn に減速し、右舷甲板の敷き板を確認するため操舵室を離れた。両船は、

１３時１５分ごろ珠洲岬東方沖において、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首

とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視程 約８㎞ 

海象：潮汐 ほぼ低潮時 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、珠洲岬東方沖を北進中、衝突を避ける

ための協力動作をとらなかったため、衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、西進中、見張りを行わなかったため、

衝突直前までＡ船に気付かなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、珠洲岬東方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が西進中、Ａ船

が衝突を避けるための協力動作をとらず、また、Ｂ船が見張りを行わなか

ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 



 

 




